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◇ 規 則 鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防､ 調整等

に関する条例施行規則 (121) (循環型社会推進課) ３

公布された規則のあらまし

◇鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防､ 調整等に関する条例施行規則の新設に

ついて

１ 規則の新設理由

鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防､ 調整等に関する条例 (以下 ｢条例｣

という｡) の設定に伴い､ 廃棄物処理施設を設置しようとする者が条例の規定に基づき行う事業計画等の

周知の方法その他条例の施行に関し必要な事項を定める｡

２ 規則の概要

………………………………………………
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(１) 趣旨 この規則は､ 条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする｡

(２) 軽微な変更等 条例の対象とならない廃棄物処理施設の構造又は規模の変更は､ 次のいずれに

も該当しない変更とする｡

① 一般廃棄物又は産業廃棄物の処分を行うための施設の処理能力の変更であっ

て､ 変更前の処理能力の10パーセント以上の増大を伴うもの

② 積替え保管施設の保管量の変更であって､ 変更前の保管上限の10パーセン

ト以上の増大を伴うもの

③ 周辺区域の生活環境の保全のために達成することとした数値の変更を伴う

変更 (生活環境に対する影響が増大するものに限る｡)

④ 生活環境の保全のための協定の内容の変更を伴う変更 (当該協定の変更に

ついて合意し､ 変更協定の締結を得たものを除く｡)

(３) 周辺区域 廃棄物処理施設を設置する場所の周辺区域は､ 次に掲げる区域とする｡

① 積替え保管施設の設置にあっては､ 敷地境界から50メートル以内の区域

② 中間処理施設の設置にあっては､ 敷地境界から200メートルの区域

③ 最終処分場の設置にあっては､ 敷地境界から500メートルの区域

④ ①から③までの区域のほか､ 次に掲げる区域

ア 生活環境影響調査結果書において生活環境の保全上一定の影響があると

された区域

イ 廃棄物処理施設からの排水が流入する水域における水量が排水量のおお

むね100倍となる地点までの区域

(４) 関係住民 条例に規定する者以外の関係住民は､ 次に掲げるものとする｡

�����
平成17年12月27日(火)

号外第209号

毎週火･金曜日発行



鳥 取 県 公 報 (号外)第209号平成17年12月27日 火曜日2

① 周辺区域内に存する町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を

有する者の地縁に基づいて形成された団体 (以下 ｢自治会等｣ という｡)

② 周辺区域内において農業､ 林業又は漁業を営む者

③ 周辺区域内の水域における水利権者

(５) 事業計画書及び

周知計画書

① 事業計画書及び周知計画書の様式及びその添付書類を定める｡

② 条例に定める事項のほか､ 事業計画書及び周知計画書に記載する事項を定め

る｡

(６) 広告の方法等 ① 事業計画書を作成した旨の広告は､ 掲示等関係住民への周知が図られる方法

により行うものとする｡

② 広告に記載する事項を定める｡

③ ①の掲示は､ 意見書を提出することができる期間中､ 継続して行うものとす

る｡

(７) 縦覧の方法 ① 事業計画書の写しの縦覧は､ 関係住民が参集しやすい場所 (周辺区域内の集

会所等の公共の場所等) で行うものとする｡

② 縦覧場所に明示する事項を定める｡

(８) 説明会の開催方

法等

① 事業計画の周知のための説明会は､ 説明会に参加する者の参集の便を考慮し

て日時及び場所を定めるものとする｡

② 説明会で配布する書類及び説明する事項を定める｡

(９) 意見書 意見書の様式を定める｡

(10) 見解書 ① 見解書の様式及びその添付書類を定める｡

② 見解書の周知は､ 関係住民への周知が図られる方法 (意見書を提出した者へ

の通知等) により行うものとする｡

(11) 実施状況報告書 実施状況報告書の様式及びその添付書類を定める｡

(12) 判断結果の周知

方法

(11)の実施状況報告書に関する判断結果の関係住民への周知は､ 通知､ 掲示等

の方法により行うものとする｡

(13) 実施状況報告書

の再提出

(11)の実施状況報告書を提出した後､ 引き続き関係住民の理解を得るための対

応を行った上で提出する実施状況報告書の様式及びその添付書類を定める｡

(14) 意見の調整の申

出書

意見調整申出書の様式を定める｡

(15) 意見調整結果の

周知方法

意見の調整を行った結果の関係住民への周知は､ 通知､ 掲示等の方法により行

うものとする｡

(16) 事業計画又は周

知計画の変更の届出

事業計画変更届出書及び周知計画変更届出書の様式を定める｡

(17) 周知等の手続を

要しない変更

周知等の手続を要しない事業計画書又は周知計画書の記載内容の変更は､ 次に

掲げるものとする｡

① 関係住民の意見等に基づいて行われる事業計画の変更

② 事業計画の内容と関係法令等との整合性についての照会結果に関する通知

に基づいて行われる事業計画の変更

③ 説明会に配布する書類又は図面の変更

④ 周知が更に図られると認められる変更

⑤ 主要な設備の変更を伴わず､ かつ､ 生活環境に対する影響を減少させるこ

とを目的とする事業計画の変更

⑥ ①から⑤までに掲げるもののほか､ 知事が適当と認める変更



規 則

鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防､ 調整等に関する条例施行規則をここに公布

する｡

平成17年12月27日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第121号

鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防､ 調整等に関する条例施行規則

(趣旨)

第１条 この規則は､ 鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防､ 調整等に関する条例

(平成17年鳥取県条例第68号｡ 以下 ｢条例｣ という｡) の施行に関し必要な事項を定めるものとする｡

(定義)

第２条 この規則において使用する用語の意義は､ 条例で使用する用語の例による｡

(軽微な変更等)

第３条 条例第２条第７号に規定する規則で定める変更は､ 次の各号のいずれにも該当しない変更とする｡

(１) 一般廃棄物又は産業廃棄物の処分を行うための施設の処理能力の変更であって､ 変更前の処理能力の
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(18) 廃止の届出等 ① 事業計画廃止届出書の様式を定める｡

② 事業計画を廃止した旨の広告は､ 掲示等関係住民への周知が図られる方法に

より行うものとする｡

③ 事業計画を廃止した旨の広告に記載する事項を定める｡

(19) 処理状況の報告

方法等

① 廃棄物の処理状況の報告は､ 処理状況報告書により行うものとする｡

② 報告する事項を定める｡

③ 報告は､ 毎年１月から起算して３月ごとに区分した各期間につき､ 当該期間

経過後１月以内に行うものとする｡

④ 報告の内容の公表は､ 処理状況報告書を縦覧に供する方法等により行うもの

とする｡

(20) 事故時の届出 事故時の届出の様式を定める｡

(21) 勧告に従わない

旨の公表

勧告に従わない者の公表は､ 鳥取県公報に掲載して行うものとする｡

(22) 周知等の手続に

係る適用除外施設

条例第２章の規定が適用されない移動式の廃棄物処理施設は､ 一定の場所で継

続使用する施設以外の施設とする｡

(23) その他 用語の定義並びに書類等の提出部数及び提出機関について､ 必要な事項を定め

る｡

(24) 施行期日等 ① この規則は､ 平成18年１月１日から施行する｡

② この規則は､ 平成19年12月31日までに延長その他の所要の措置が講じられな

いときは､ 同日限り､ その効力を失う｡



10パーセント以上の増大を伴うもの

(２) 産業廃棄物の積替え又は保管のための施設 (以下 ｢積替え保管施設｣ という｡) の保管量の変更であっ

て､ 変更前の保管上限の10パーセント以上の増大を伴うもの

(３) 排ガスの性状､ 排水の水質等周辺区域の生活環境の保全のために達成することとした数値 (以下 ｢環境

保全目標値｣ という｡) の変更を伴う変更 (当該変更によって生活環境に対する影響が増大するものに限る｡)

(４) 廃棄物処理施設の設置者が関係住民又は関係市町村長との間で締結した生活環境の保全のために必要な

事項を内容とする協定の内容の変更を伴う変更 (当該協定の変更について合意し､ 変更協定の締結を得たも

のを除く｡)

(周辺区域)

第４条 条例第２条第10号に規定する規則で定める区域は､ 次のとおりとする｡

(１) 積替え保管施設の設置 (施設の構造又は規模の変更を含む｡ 以下同じ｡) にあっては､ 当該積替え保管

施設の敷地境界から50メートル以内の区域

(２) 一般廃棄物又は産業廃棄物の中間処理を行うための施設 (以下 ｢中間処理施設｣ という｡) の設置にあっ

ては､ 当該中間処理施設の敷地境界から200メートル以内の区域

(３) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和46年政令第300号) 第５条第２項に規定する一般廃棄

物の最終処分場及び同令第７条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場 (以下 ｢最終処分場｣ という｡)

の設置にあっては､ 当該最終処分場の敷地境界から500メートル以内の区域

(４) 前３号に規定する区域のほか､ 次に掲げる区域

ア 条例第６条第３項に規定する生活環境影響調査結果書において生活環境の保全上一定の影響があるとさ

れた区域

イ 廃棄物処理施設からの排水 (雨水及び水質汚濁防止法 (昭和45年法律第138号) 第２条第８項に規定す

る生活排水を除く｡) が流入する水域 (当該廃棄物処理施設の排水が排出される公共用水域 (水質汚濁防

止法第２条第１項に規定する公共用水域をいう｡ 以下同じ｡) 及び当該公共用水域と接続する公共用水域

に限る｡) における水量が排水量のおおむね100倍となる地点までの区域

(関係住民)

第５条 条例第２条第11号に規定する規則で定める者は､ 次のとおりとする｡

(１) 周辺区域内に存する町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形

成された団体 (以下 ｢自治会等｣ という｡)

(２) 周辺区域内において農業､ 林業又は漁業を営む者

(３) 周辺区域内の水域 (廃棄物処理施設からの排水が流入する公共用水域及び当該公共用水域と接続する公

共用水域に限る｡) における水利権者

(事業計画書)

第６条 条例第６条第１項に規定する事業計画書 (以下 ｢事業計画書｣ という｡) の様式は､ 様式第１号のとお

りとする｡

２ 条例第６条第１項第６号に規定する規則で定める事項は､ 次のとおりとする｡

(１) 事業の実施に当たって関係する法令等の許可等の種類及び手続の実施状況

(２) 廃棄物処理施設の作業の時間帯及び作業を行わない日

(３) 条例第27条の規定により行う措置の有無及びその内容

(４) 前３号に掲げるもののほか､ 知事が必要と認める事項

３ 条例第６条第１項の規定により提出する事業計画書に添付する書類及び図面は､ 次のとおりとする｡

(１) 廃棄物処理施設の構造を明らかにする図面及び設計計算書並びに配置図

(２) 最終処分場にあっては､ 周辺の地形､ 地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(３) 中間処理施設にあっては､ 同施設において処理を行った後における一般廃棄物又は産業廃棄物の処分方

法を記載した書類
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(４) 廃棄物処理施設の設置予定場所の土地 (以下 ｢計画地｣ という｡) の付近の見取図

(５) 排水の経路図

(６) 最終処分場以外の廃棄物処理施設にあっては､ 処理工程図

(７) 周辺区域の生活環境の保全のための措置 (環境保全目標値を含む｡) を記載した書類

(８) 計画地に係る登記事項証明書及び登記所に備えられた地図の写本

(９) 廃棄物処理施設の処理能力を明らかにする設計計算書 (積替え保管施設にあっては､ 保管できる量の上

限についての計算書)

(10) 廃棄物処理施設の適正な維持管理を行うための管理体制を示す書類並びに保守点検箇所及び点検頻度を

示す書類

(11) 前各号に掲げるもののほか､ 知事が必要と認める書類及び図面

(周知計画書)

第７条 条例第７条第１項に規定する周知計画書 (以下 ｢周知計画書｣ という｡) の様式は､ 様式第２号のとお

りとする｡

２ 条例第７条第１項に規定する規則で定める事項は､ 次のとおりとする｡

(１) 周知の対象とする地域

(２) 事業計画を作成した旨を広告する地域並びに広告の方法及び期間

(３) 事業計画書の写しの縦覧の場所並びに期間及び時間

(４) 説明会の開催予定日時及び場所

(５) 説明会の対象者

(６) 説明会開催の周知方法

(７) 説明会で配布する書類及び図面の種類

(８) 説明会以外の周知の方法

(９) 前各号に掲げるもののほか､ 知事が必要と認める事項

３ 条例第７条第１項の規定により提出する周知計画書に添付する書類及び図面は､ 次のとおりとする｡

(１) 周辺区域､ 周知の対象とする地域及び説明会の対象地域を明らかにする図面

(２) 前号に掲げるもののほか､ 知事が必要と認める書類及び図面

(広告の方法等)

第８条 条例第10条の規定による広告は､ 次に掲げる事項を記載した書面の周辺区域内の集会所等の公共の場所､

関係市町村の庁舎､ 設置予定場所を管轄する保健所又は設置予定場所への掲示､ 時事に関する事項を掲載する

日刊新聞紙への掲載その他関係住民への周知が図られる方法により行うものとする｡

(１) 廃棄物処理施設の設置を行おうとする者 (以下 ｢事業者｣ という｡) の住所及び氏名 (法人にあっては､

所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(２) 事業計画書の写しの縦覧場所､ 縦覧期間及び縦覧時間

(３) 説明会の日時及び場所

(４) 意見書の提出期間

(５) 前各号に掲げるもののほか､ 知事が必要と認める事項

２ 前項に規定する掲示は､ 条例第12条に規定する意見書 (以下 ｢意見書｣ という｡) を提出することができる

期間中､ 継続して行うものとする｡

(縦覧の方法)

第９条 条例第10条に規定する縦覧 (以下 ｢縦覧｣ という｡) は､ 周辺区域内の集会所等の公共の場所､ 関係市

町村の庁舎､ 設置予定場所を管轄する保健所その他関係住民が参集しやすい場所で行うものとする｡

２ 縦覧場所には､ 次に掲げる事項を明示するものとする｡

(１) 意見書を提出することができること｡

(２) 条例第13条に規定する見解書 (以下 ｢見解書｣ という｡) が周知されること｡
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(説明会の開催方法等)

第10条 条例第11条第１項に規定する説明会 (以下 ｢説明会｣ という｡) の開催に当たっては､ 説明会に参加す

る者の参集の便を考慮して日時及び場所を定めるものとする｡

２ 事業者は､ 説明会に参加した者に対して､ 事業計画の概要を記載した書類及び図面を配布し､ 事業計画の内

容を具体的かつ平易に説明するよう努めるとともに､ 次に掲げる事項を説明するものとする｡

(１) 関係住民は､ 条例第12条の規定により意見書を提出できること｡

(２) 事業者は､ 条例第13条の規定により見解の周知を図らなければならないこと｡

(意見書)

第11条 条例第12条に規定する意見書の様式は､ 様式第３号のとおりとする｡

(見解書)

第12条 見解書の様式は､ 様式第４号のとおりとする｡

２ 見解書には､ 見解を補足するために必要な資料を添付するものとする｡

３ 条例第13条第３項に規定する見解の周知の方法は､ 意見書を提出した者への通知､ 第９条第１項に規定する

縦覧を行う場所での見解書の縦覧その他関係住民への周知が図られる方法により行うものとする｡

４ 前項に規定する見解書の縦覧は､ 当該縦覧を開始した日から起算して７日を経過する日までの間､ 行うもの

とする｡

(実施状況報告書)

第13条 条例第15条に規定する実施状況報告書の様式は､ 様式第５号のとおりとする｡

２ 前項の実施状況報告書には､ 次に掲げる書類及び図面を添付するものとする｡

(１) 説明会で配布した書類及び図面

(２) 生活環境の保全のために必要な事項を内容とする協定を締結した場合にあっては､ 当該協定書の写し

(３) 前２号に掲げるもののほか､ 知事が必要と認める書類及び図面

(判断結果の周知方法)

第14条 条例第17条第１項の規定による関係住民への周知は､ 周辺区域内に存する自治会等の代表者への通知及

び周辺区域内の集会所等の公共の場所､ 関係市町村の庁舎又は設置予定場所を管轄する保健所への掲示その他

の方法により行うものとする｡

(実施状況報告書の再提出)

第15条 条例第17条第３項に規定する実施状況報告書の様式は､ 様式第６号のとおりとする｡

２ 前項の実施状況報告書には､ 次に掲げる書類及び図面を添付するものとする｡

(１) 関係住民に配布した書類及び図面

(２) 生活環境の保全のために必要な事項を内容とする協定を締結した場合にあっては､ 当該協定書の写し

(３) 前２号に掲げるもののほか､ 知事が必要と認める書類及び図面

(意見の調整の申出書)

第16条 条例第18条第１項に基づく申出は､ 意見調整申出書 (様式第７号) によるものとする｡

(意見調整結果の周知方法)

第17条 条例第19条第１項の規定による関係住民への周知は､ 周辺区域内に存する自治会等の代表者への通知及

び周辺区域内の集会所等の公共の場所､ 関係市町村の庁舎又は設置予定場所を管轄する保健所への掲示その他

の方法により行うものとする｡

(事業計画又は周知計画の変更の届出)

第18条 条例第22条第１項の規定による届出は､ 事業計画の変更にあっては事業計画変更届出書 (様式第８号)､

周知計画の変更にあっては周知計画変更届出書 (様式第９号) によるものとする｡

(周知等の手続を要しない変更)

第19条 条例第22条第３項に規定する規則で定める変更は､ 次のとおりとする｡

(１) 条例第11条の規定による事業計画の周知又は条例第18条の規定による意見の調整における関係住民の意
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見等に基づいて行われる事業計画の変更

(２) 条例第９条第２項の規定による通知に基づいて行われる事業計画の変更

(３) 説明会に配布する書類又は図面の変更

(４) 周知が更に図られると認められる変更

(５) 主要な設備の変更を伴わず､ かつ､ 生活環境に対する影響を減少させることを目的とする事業計画の変

更

(６) 前各号に掲げるもののほか､ 知事が適当と認める変更

(廃止の届出等)

第20条 条例第23条第１項の規定による届出は､ 事業計画廃止届出書 (様式第10号) によるものとする｡

２ 条例第23条第２項の規定による広告は､ 次に掲げる事項を記載した書面の周辺区域内の集会所等の公共の場

所､ 関係市町村の庁舎､ 設置予定場所を管轄する保健所又は設置予定場所ヘの掲示､ 時事に関する事項を掲載

する日刊新聞紙への掲載その他関係住民への周知が図られる方法により行うものとする｡

(１) 事業者の住所及び氏名 (法人にあっては､ 所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(２) 廃止した事業計画の概要

(処理状況の報告方法等)

第21条 条例第25条第１項に規定する報告は､ 次に掲げる事項を記載した書面 (以下 ｢処理状況報告書｣ という｡)

により行うものとする｡

(１) 中間処理施設及び最終処分場

ア 設置者の住所及び氏名 (法人にあっては､ 主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 並びに

電話番号

イ 中間処理施設又は最終処分場の設置場所

ウ 取り扱う一般廃棄物又は産業廃棄物の種類

エ 廃棄物処理施設の１日及び１月当たりの処理能力 (最終処分場にあっては､ 埋立地の面積及び埋立容量)

オ 廃棄物の種類ごとの次に掲げる処理実績

(ア) 各月の受入量

(イ) 処分方法ごとの処分量

(ウ) 処分後の廃棄物の持出先及び各持出先における処分方法ごとの処分量 (最終処分場を除く｡)

カ 中間処理施設又は最終処分場の操業を停止するに至った事故､ 故障等の有無及び該当がある場合にあっ

ては､ その概要

(２) 積替え保管施設

ア 設置者の住所及び氏名 (法人にあっては､ 主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 並びに

電話番号

イ 積替え保管施設の設置場所

ウ 取り扱う産業廃棄物の種類

エ 施設の保管能力 (産業廃棄物の種類ごとの面積及び保管量の上限)

オ 産業廃棄物の種類ごとの次に掲げる処理実績

(ア) 各月の受入量

(イ) 各月の運搬方法ごとの運搬量

(ウ) 各月の月末時点の保管量

カ 積替え保管施設の操業を停止するに至った事故､ 故障等の有無及び該当がある場合にあっては､ その概

要

２ 前項の報告は､ 毎年１月から起算して３月ごとに区分した各期間につき､ 当該期間経過後１月以内に行うも

のとする｡

３ 条例第25条第２項に規定する公表は､ 処理状況報告書を縦覧に供する方法その他の知事が適当と認める方法
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により行うものとする｡

(事故時の届出)

第22条 条例第26条の規定による届出は､ 廃棄物処理施設事故届出書 (様式第11号) により行うものとする｡

(勧告に従わない旨の公表)

第23条 条例第38条第２項の規定による公表は､ 鳥取県公報に登載して行うものとする｡

(周知等の手続に係る適用除外施設)

第24条 条例第40条第２項に規定する規則で定める移動式の廃棄物処理施設は､ 一定の場所で継続使用する施設

を除く施設とする｡

(書類等の提出部数及び提出機関)

第25条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類及び図面は､ すべて正副４通を作成し､ 廃棄物処理

施設の設置場所を管轄する保健所長に提出しなければならない｡

２ 前項の規定にかかわらず､ 知事は､ 必要があると認める場合には､ その副本の部数を追加することができる｡

(権限の委任)

第26条 この規則に規定する知事の権限に属する事務は､ 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第153条の規定に

基づき､ 別に定めるところにより､ 知事の権限に属する事務を処理するための組織を構成する機関の長に委任

する｡

附 則

(施行期日)

１ この規則は､ 平成18年１月１日から施行する｡

(この規則の失効)

２ この規則は､ 平成19年12月31日までに延長その他の所要の措置が講じられないときは､ 同日限り､ その効力

を失う｡

様式第１号 (第６条関係)

事業計画書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

提出者 氏 名 �

(法人にあっては､ 主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名)

電話番号

鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防､ 調整等に関する条例第６条第１項の規定に

より､ 次のとおり事業計画を提出します｡
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廃棄物処理施設の設置の目的又は設置を必要とする理由

廃棄物処理施設の種類及び当該施設において処理する廃

棄物の種類

廃棄物処理施設の設置場所



注 氏名を自署する場合は､ 押印を省略することができる｡

添付書類

１ 廃棄物処理施設の構造を明らかにする図面及び設計計算書並びに配置図

２ 最終処分場にあっては､ 周辺の地形､ 地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

３ 中間処理施設にあっては､ 同施設において処理を行った後における一般廃棄物又は産業廃棄物の処分方法

を記載した書類

４ 廃棄物処理施設の設置予定場所の土地の付近の見取図

５ 排水の経路図

６ 最終処分場以外の廃棄物処理施設にあっては､ 処理工程図

７ 周辺区域の生活環境の保全のための措置 (環境保全目標値を含む｡) を記載した書類

８ 計画地に係る登記事項証明書及び登記所に備えられた地図の写本

９ 廃棄物処理施設の処理能力を明らかにする設計計算書 (積替え保管施設にあっては､ 保管できる量の上限

についての計算書)

10 廃棄物処理施設の適正な維持管理を行うための管理体制を示す書類並びに保守点検箇所及び点検頻度を示

す書類

11 その他知事が必要と認める書類及び図面

様式第２号 (第７条関係)

周知計画書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

提出者 氏 名 �

(法人にあっては､ 主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名)

電話番号

鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防､ 調整等に関する条例第７条第１項の規定に

より､ 次のとおり周知計画を提出します｡
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廃棄物処理施設の処理能力

廃棄物処理施設の処理方式､ 構造及び設備の概要

事業の実施に当たって関係する法令等の許可等の種類及

び手続の実施状況

廃棄物処理施設の作業の時間帯及び作業を行わない日

鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛

争の予防､ 調整等に関する条例第27条の規定により行う

措置の有無及びその内容



注 氏名を自署する場合は､ 押印を省略することができる｡

様式第３号 (第11条関係)

意見書

年 月 日

様

郵便番号

住 所

提出者 氏 名 �

(法人にあっては､ 主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名)

電話番号

鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防､ 調整等に関する条例第12条の規定により､

次のとおり意見を述べます｡

注 氏名を自署する場合は､ 押印を省略することができる｡
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廃棄物処理施設の種類

周知の対象とする地域

広告及び

縦覧に関

する事項

広告する地域

広告の方法及び期間

縦覧の場所

縦覧の期間及び時間

説明会に

関する事

項

開催予定日時

開催予定場所

対象者

開催の周知方法

配布する書類及び図面の種類

説明会以外の周知の方法

対象とする事業

の概要

事業者の氏名 (法人にあって

は､ 名称及び代表者の氏名)

廃棄物処理施設の種類

廃棄物処理施設の設置場所

意見書提出者の

区分

１ 周辺区域内に居住する者

２ 周辺区域内に事務所又は事業所を有する者

３ 周辺区域内に存する自治会等

４ 周辺区域内において農業､ 林業又は漁業を営む者

５ 周辺区域内の水域における水利権者

地域における生

活環境保全上の

見地からの意見



様式第４号 (第12条関係)

見解書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

提出者 氏 名 �

(法人にあっては､ 主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名)

電話番号

鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防､ 調整等に関する条例第13条第１項の規定に

より､ 次のとおり見解を述べます｡

注 氏名を自署する場合は､ 押印を省略することができる｡

様式第５号 (第13条関係)

実施状況報告書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

報告者 氏 名 �

(法人にあっては､ 主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名)

電話番号
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意見を述べた者の

氏名 (法人にあっ

ては､ 名称及び代

表者の氏名)

意見の内容

意見に対する見解



鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防､ 調整等に関する条例第15条の規定により､

次のとおり実施状況を報告します｡

注 氏名を自署する場合は､ 押印を省略することができる｡

添付書類

１ 説明会で配布した書類及び図面

２ 生活環境の保全のために必要な事項を内容とする協定を締結した場合にあっては､ 当該協定書の写し

３ その他知事が必要と認める書類及び図面

様式第６号 (第15条関係)

実施状況報告書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

報告者 氏 名 �

(法人にあっては､ 主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名)

電話番号

鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防､ 調整等に関する条例第17条第３項の規定に

より､ 次のとおり実施状況を報告します｡
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廃棄物処理施設の種類

廃棄物処理施設の設置場所

周知の対象とした地域

広告及び

縦覧に関

する事項

広告した地域

広告の方法及び期間

縦覧の場所

縦覧の期間及び時間

説明会に

関する事

項

開催日時

開催場所

対象者

参加した者の人数

経過及び概要

意見書に対する見解の周知結果の概要

住民の理解に関する見解

説明会を開催できなかった場合にあって

は､ その理由及び対応の内容

説明会以外の方法により周知を行った場

合にあっては､ その実施状況

廃棄物処理施設の種類

廃棄物処理施設の設置場所

住民の理解を得るために行った対応及び



注 氏名を自署する場合は､ 押印を省略することができる｡

添付書類

１ 関係住民に配布した書類及び図面

２ 生活環境の保全のために必要な事項を内容とする協定を締結した場合にあっては､ 当該協定書の写し

３ その他知事が必要と認める書類及び図面

様式第７号 (第16条関係)

意見調整申出書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

提出者 氏 名 �

(法人にあっては､ 主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名)

電話番号

鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防､ 調整等に関する条例第18条第１項の規定に

より､ 次のとおり意見の調整を申し出ます｡

鳥 取 県 公 報 (号外)第209号平成17年12月27日 火曜日 13

当初の対応との変更点

広告及び

縦覧に関

する事項

広告した地域

広告の方法及び期間

縦覧の場所

縦覧の期間及び時間

説明会に

関する事

項

開催日時

開催場所

対象者

参加した者の人数

経過及び概要

住民の理解に関する見解

説明会を開催できなかった場合にあって

は､ その理由及び対応の内容

説明会以外の方法により周知を行った場

合にあっては､ その実施状況

廃棄物処理施設の種類

廃棄物処理施設の設置場所

意見の調整を行う相手方の住所及び氏名 (法人にあって

は､ 所在地及び名称並びに代表者の氏名)

意見の調整を求める理由及び内容



注 氏名を自署する場合は､ 押印を省略することができる｡

様式第８号 (第18条関係)

事業計画変更届出書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

届出者 氏 名 �

(法人にあっては､ 主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名)

電話番号

年 月 日付けで提出した事業計画の内容について変更したいので､ 鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手

続の適正化及び紛争の予防､ 調整等に関する条例第22条第１項の規定により､ 次のとおり届け出ます｡

注 氏名を自署する場合は､ 押印を省略することができる｡

様式第９号 (第18条関係)

周知計画変更届出書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

届出者 氏 名 �

(法人にあっては､ 主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名)

電話番号

年 月 日付けで提出した周知計画の内容について変更したいので､ 鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手

続の適正化及び紛争の予防､ 調整等に関する条例第22条第１項の規定により､ 次のとおり届け出ます｡
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経過の概要

変更事項

変更の内容

変更前 変更後

変更の理由



注 氏名を自署する場合は､ 押印を省略することができる｡

様式第10号 (第20条関係)

事業計画廃止届出書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

届出者 氏 名 �

(法人にあっては､ 主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名)

電話番号

年 月 日付けで提出した事業計画を廃止したいので､ 鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及

び紛争の予防､ 調整等に関する条例第23条第１項の規定により､ 次のとおり届け出ます｡

注 氏名を自署する場合は､ 押印を省略することができる｡

様式第11号 (第22条関係)

廃棄物処理施設事故届出書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

届出者 氏 名 �

(法人にあっては､ 主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名)
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変更事項

変更の内容

変更前 変更後

変更の理由

廃棄物処理施設の種類

廃棄物処理施設の設置場所

廃止の年月日

廃止の理由



電話番号

廃棄物処理施設において事故が発生したので､ 鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予

防､ 調整等に関する条例第26条の規定により､ 次のとおり届け出ます｡

注 氏名を自署する場合は､ 押印を省略することができる｡
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事故が発生した

廃棄物処理施設

施設の種類

施設の場所

事故の発生日時 年 月 日 時 分頃

事故の発生場所

事故の発生原因及び内容

事故の発生後に講じた措置の概要

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目220 鳥 取 県 【定価１部１か月2,200円 (送料を含む｡)】

(URL:http:/ /www. pref. tottori. jp)


